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外国人の個人所得税の申告期限の強化 

 
 

  個人所得税(“PIT”)に関する Circular 84/2008/TT-BTC によると、居住者である外国

人の場合、ベトナムでの勤務終了による個人所得税の確定申告は、出国前に、すべ

て完遂する必要がある。Circular 60/2007/TT-BTCもまた、外国人納税者は、出国

前に個人所得税に関する申告・納税義務を完了しなければならいないと規定してい

る。 

 

他方、税務管理法によると、納税者は、労働契約を終止した日から 45日以内に遅滞

なく、個人所得税に関する税務を完遂しなければならないとされている。 

 

これまでハノイでは、実務上、当該外国人が労働契約を終止した日から 45日以内

か、或は、出国時の前の日のいずかに早いほうの日に、個人所得税に関する申告・

納税義務しなければならないと指導されてきた。 

 

これらの規定は、何も新しいものではないが、最近、ハノイ税務局は、個人所得税の

申告・納税期限に関する取り扱いを厳しくしている。つまり、ハノイ税務当局は外国人

に対して、出国前に個人所得税の確定申告を完遂することを厳格に要求している。さ
もなければ、納税者には以下のペナルティが課されることとなる。 

 

i.  納税遅延に対するペナルティ：納税額に対し 0.05% / 日  

 

ii. 手続違反によるペナルティ：申告期限に遅れた場合、最大五百万ドン  

 

iii. 重加算税：納税期限を 90日以上過ぎたにもかかわらず、納税義務が完了し

ていない場合、税額の 100%～300%  

 

さらに、ハノイ税務局は、提出期限後に確定申告書を受取った場合には、即座に税

務違反の覚書を納税者に対して発行しているようである。 

 

上記の通り、ペナルティを課されないようにするためには、出国前に個人所得税の申

告・納税義務を完了することが必須となった。 
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